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第 78号議案 

品川区空き家等の適正管理等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１．改正理由 

   令和５年１２月に空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されたことに伴

い、品川区空き家等の適正管理等に関する条例の改正を行う 

  

 

２．主な改正内容（別紙１） 

（１）用語の定義 

（２）法改正に伴う主な追加事項 

  ① 管理不全空家等への措置 

  ② 緊急代執行制度 

（３）空家等対策計画に係る規定の追加 

（４）空家等および非空家等に関する認定の事務に係る規定の追加 

（５）命令に従わなかった場合の氏名等の公表に関する事項を削除 

（６）緊急安全措置を追加 

（７）審議会に係る事項の変更 

 

 

３．新旧対照表 

  別紙２のとおり 

 

 

４．施行期日 

  公布の日から 

建 設 委 員 会 資 料 

令和６年９月２４日 

都市環境部住宅課 



「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」の改正

条例改正理由

主な改正内容

改正法：空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（R5.12月） 条例：品川区空き家等の適正管理等に関する条例（H26.11月）

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」）の改正に伴い、
品川区空き家等の適正管理等に関する条例（以下「条例」）の改正を行う。

主な改正内容

（１）用語の定義

②緊急代執行制度 →特定空家等に対する命令の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行
制度の規定の追加。

用語の定義を法の規定に合わせ変更する。また法に規定されていない
用語についても、法の規定を準用し変更する。

改正前 改正後

空き家 空家等（法に規定）

管理不全状態にある空き家 特定空家等（法に規定）

（なし） 管理不全空家等（法に規定）

空き地等 非空家等（法の規定を準用）

廃棄物に起因する管理不全状態にある
空き地等

特定非空家等（法の規定を準用）

（２）法改正に伴う主な追加事項

①管理不全空家等への措置 →放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等
として、指導、勧告できる規定を追加。

（５）命令に従わなかった場合の氏名等の公表に関する事項を削除

区では、平成３１年に「品川区空き家等対策計画」を作成し公表しており、これは、法において
市町村に作成の努力義務を規定している空家等対策計画に位置付けられるものである。しかし、こ
れまで本条例上には当該計画の作成に係る規定が設けられていなかったため、規定を整備する。

（６）緊急安全措置を追加

①名称 →(1)に係る改正に伴い、審議会の名称を「品川区空き家等適正管理審議会」から「品川
区空家等および非空家等適正管理審議会」とする。

②諮問事項 →(1)、(2)および(4)に係る改正に伴い、審議会に諮問する事項を、「特定空家等の認
定」、「特定非空家等の認定」、「管理不全空家等に関する勧告」、「特定空家等に関する勧
告、代執行」、「特定非空家等に関する代執行」その他区長が必要と認める事項とする。
③委員の上限人数 → 委員数を「12人以内」から「16人以内」に変更する。

（７）審議会に係る事項の変更

空家等および特定非空家等について、人の生命や財産に危害が及ぶことを避けるため、緊急の必
要があると認められるときは、所有者の負担において最小限の措置を行える規定を新たに設ける。

施行予定日

・公布の日

（３）空家等対策計画に係る規定の追加

特定空家等に認定され、命令に従わなかった場合の氏名等の公表については、過去の事例におい
て公表したケースはなく、これまでの審議会においても、公表することの効果は薄いという有識者
からの意見もあり、氏名等の公表については、削除することととする。

空家等および非空家等に関して状態改善を図る措置の指導、勧告等を行う前提として、空家等を特
定空家等もしくは管理不全空家等として、または非空家等を特定非空家等として認定する必要がある
が、これまで本条例上には認定の事務に係る規定が設けられていなかったため、規定を整備する。

（４）空家等および非空家等に関する認定の事務に係る規定の追加

別紙１
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○品川区空き家等の適正管理等に関する条例 新旧対照表 
 

新 旧 

   品川区空家等および非空家等の適正管理等に関する条例    品川区空き家等の適正管理等に関する条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、空家等および非空家等の適正な管理に関し、区および

所有者等の責務ならびに区民等の役割を明らかにするとともに、適正な管

理を図るための措置および支援を行うほか、空家等および空き地の有効活

用を促進することにより、区民の生活環境の向上を図り、もって安心して

生活することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、管理不全状態にある空き家および廃棄物等に起因する

管理不全状態にある空き地等の適正な管理に関し、区および所有者等の責

務ならびに区民等の役割を明らかにするとともに、適正な管理を図るため

の措置および支援を行うほか、空き家（管理不全状態にある空き家を除

く。）および空き地（廃棄物等に起因する管理不全状態にある空き地を除

く。）の有効活用を促進することにより、区民の生活環境の向上を図り、

もって安心して生活することができる地域社会の実現に寄与することを

目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 空家等 区の区域内に存する空家等対策の推進に関する特別措置

法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）第２条第１項に規定

する空家等をいう。 

(１) 空き家 区の区域内に存する建築物（建築基準法（昭和25年法律第

201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）であって、

現に人の居住その他の使用のないことを常態としているものをいう。 

(２) 特定空家等 区の区域内に存する法第２条第２項に規定する特定

空家等をいう。 

（新設） 

(３) 管理不全空家等 区の区域内に存する法第13条第１項に規定する

管理不全空家等をいう。 

（新設） 

(４) 空き地 区の区域内に存する土地（建築物（これに附属する工作物

を含む。以下同じ。）の敷地（立木その他の土地に定着するものを含む。

次号において同じ。）を除く。）をいう。ただし、国または地方公共団

体が所有し、または管理するものを除く。 

(２) 空き地 区の区域内に存する土地（空き家以外の建築物の敷地（建

築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第１号に規定する敷地

をいう。次号において同じ。）を除く。）をいう。 

(５) 非空家等 区の区域内に存する空家等以外の建築物およびその敷

地（国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。）な

らびに空き地をいう。 

(３) 空き地等 空き地、空き家以外の建築物の敷地および空き家以外の

建築物をいう。 

(６) 特定非空家等 廃棄物等に起因する管理不全状態にあると認めら

れる非空家等をいう。 

（新設） 

(７) 区民等 区内に住所を有する者ならびに区内で事業活動を行う法

人その他の団体および個人をいう。 

(４) 区民等 区内に住所を有する者ならびに区内で事業活動を行う法

人その他の団体および個人をいう。 

別紙２
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新 旧 

(８) 所有者等 空家等または非空家等を所有し、占有し、または管理す

る者をいう。 

(５) 所有者等 空き家または空き地等を所有し、占有し、または管理す

る者をいう。 

（削除） (６) 管理不全状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。 

 ア 老朽化、自然災害等のために倒壊し、または建築材等が飛散するお

それがある状態 

 イ 不特定の者が侵入すること等により火災を発生させ、または犯罪を

起こすおそれがある状態 

(９) 廃棄物等に起因する管理不全状態 次のいずれかに掲げる状態を

いう。 

(７) 廃棄物等に起因する管理不全状態 次のいずれかに掲げる状態を

いう。 

ア みだりに放置された廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以

下「放置廃棄物」という。）に起因して火災を発生させ、または放置

廃棄物が飛散するおそれがある状態 

ア みだりに放置された廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以

下「放置廃棄物」という。）に起因して火災を発生させ、または放置

廃棄物が飛散するおそれがある状態 

イ 放置廃棄物に起因する悪臭、ねずみ、害虫等の発生または草木の著

しい繁茂もしくは枯死により、周辺住民の生活環境に著しい障害を及

ぼし、または及ぼすおそれがある状態 

イ 放置廃棄物に起因する悪臭、ねずみ、害虫等の発生または草木の著

しい繁茂もしくは枯死により、周辺住民の生活環境に著しい障害を及

ぼし、または及ぼすおそれがある状態 

（品川区空家等および非空家等対策計画）  

第２条の２ 区長は、空家等および非空家等に関する対策を総合的かつ計画

的に実施するため、品川区空家等および非空家等対策計画（以下「対策計

画」という。）を定めるものとする。 

（新設） 

２ 区長は、定期的に対策計画を見直し、必要に応じて対策計画を変更する

よう努めるものとする。 

 

３ 区長は、対策計画を定め、またはこれを変更したときは、遅滞なくこれ

を公表しなければならない。 

 

（区の責務） （区長の責務） 

第３条 区は、必要に応じて警察、消防その他の関係行政機関、町会、自治

会等と連携し、対策計画に基づく空家等および非空家等に関する対策の実

施その他の空家等および非空家等に関して必要な措置を適切に講ずるも

のとする。 

第３条 区長は、警察、消防その他の関係行政機関、町会、自治会等と連携

し、管理不全状態にある空き家の当該管理不全状態および廃棄物等に起因

する管理不全状態にある空き地等の当該廃棄物等に起因する管理不全状

態の解消ならびに空き家が管理不全状態になることおよび空き地等が廃

棄物等に起因する管理不全状態になることの防止に努めなければならな

い。 

（所有者等の責務） （所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、その所有第４条 所有者等は、その所有し、占有し、もしくは管理する空き家が管理
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し、占有し、または管理する空家等または非空家等の適切な管理に努める

とともに、区が実施する空家等または非空家等に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

不全状態になることまたは空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態

になることのないよう常に適正な管理に努めなければならない。 

（区民等の役割） （区民等の役割） 

第５条 区民等は、その居住している地域または事業活動を行っている地域

に存する空家等が特定空家等に該当することとなることおよび非空家等

が特定非空家等に該当することとなることのないよう近隣の区民等と相

互に協力するよう努めるものとする。 

第５条 区民等は、その居住している地域または事業活動を行っている地域

に存する空き家が管理不全状態になることおよび空き地等が廃棄物等に

起因する管理不全状態になることのないよう近隣の区民等と相互に協力

するよう努めるものとする。 

 （実態調査） 

（削除） 第６条 区長は、空き家が管理不全状態にあるかどうかについての判断また

は空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態にあるかどうかについて

の判断をするに当たって必要があると認めるときは、これらの実態につい

て調査することができる。 

（空家等の立入調査等） （立入調査） 

第６条 区長は、空家等の所在および当該空家等の所有者等を把握するため

の調査その他空家等に関し法およびこの条例の施行のために必要な調査

を行うことができる。 

第７条 区長は、前条の規定による調査をしてもなお同条の判断をすること

ができないときは、必要な限度において、当該職員に、空き家または空き

地等に立ち入らせ、必要な事項を調査させることができる。 

２ 区長は、第９条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度におい

て、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、

またはその職員もしくはその委任した者（以下「職員等」という。）に、

空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

 

３ 区長は、前項の規定により職員等を空家等と認められる場所に立ち入ら

せようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが

困難であるときは、この限りでない。 

 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする職員

等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人に提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

３ 第１項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

（特定空家等および管理不全空家等の認定）  

第７条 区長は、空家等が法第２条第２項に規定する状態にあると認められ

るときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。 

（新設） 
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２ 区長は、空家等が法第１３条第１項に規定する状態にあると認められる

ときは、当該空家等を管理不全空家等として認定することができる。 

 

 （助言および指導） 

（削除） 第８条 区長は、第６条または前条第１項の規定による調査の結果、空き家

が管理不全状態にあると認めるときまたは空き地等が廃棄物等に起因す

る管理不全状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、当該管理不

全状態または廃棄物等に起因する管理不全状態を解消するために必要な

措置を講ずるよう助言および指導を行うことができる。 

 （勧告） 

（削除） 第９条 区長は、前条の助言および指導を受けた者が当該助言および指導に

従わなかったときは、期間を定めて、同条の措置を講ずるよう勧告するこ

とができる。 

 （命令） 

（削除） 第10条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧

告に従わなかったときは、期間を定めて、第８条の措置を講ずるよう命ず

ることができる。 

 ２ 前２条および前項の規定にかかわらず、区長は、第６条または第７条第

１項の規定による調査の結果、空き家の管理不全状態または空き地等の廃

棄物等に起因する管理不全状態が急迫であると認めるときは、当該空き家

または空き地等の所有者等に対し、期間を定めて、当該管理不全状態また

は廃棄物等に起因する管理不全状態の解消に必要な措置を講ずるよう命

ずることができる。 

（管理不全空家等の所有者等に対する措置）  

第８条 区長は、法第13条第１項の規定により、管理不全空家等の所有者等

に対し、法第６条第１項の基本指針（同条第２項第３号に掲げる事項に係る

部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとな

ることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

（新設） 

２ 区長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空

家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することと

なるおそれが大きいと認めるときは、法第１３条第２項の規定により、当該

指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特

定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置に

ついて勧告することができる。 

 



5/12 

新 旧 

３ 区長は、前項の規定による勧告をしようとする場合は、あらかじめ、そ

の勧告をしようとする者に対し、弁明の機会を与えることができる。 

 

（特定空家等に対する措置）  

第９条 区長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、

当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の

保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態に

ない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をと

るよう助言または指導をすることができる。 

（新設） 

２ 区長は、前項の規定による助言または指導をした場合において、なお当

該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第２項の規

定により、当該助言または指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付け

て、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとることを勧告することができる。 

 

３ 区長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、

法第22条第３項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、そ

の勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

 

４ 区長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その

措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置およびその事由な

らびに意見書の提出先および提出期限を記載した通知書を交付して、その措

置を命じようとする者またはその代理人に意見書および自己に有利な証拠を

提出する機会を与えなければならない。 

 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、

区長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求

することができる。 

 

６ 区長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第

３項の措置を命じようとする者またはその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行わなければならない。 

 

７ 区長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規

定によって命じようとする措置ならびに意見の聴取の期日および場所を、当

該期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告

しなければならない。 
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８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自

己に有利な証拠を提出することができる。 

 

９ 区長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置

を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないときま

たは履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第 22 条

第９項の規定により、行政代執行法（昭和 23年法律第 43 号。以下「代執行

法」という。）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、また

は第三者をしてこれをさせることができる。 

 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者（以下この項および次項において「特定空

家等に係る命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がな

くて第１項の助言もしくは指導または第２項の勧告が行われるべき者を確知

することができないため第３項に定める手続により命令を行うことができな

いときを含む。）は、区長は、法第22条第10項の規定により、当該特定空家

等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、または職員等に

その措置を行わせることができる。この場合においては、区長は、その定め

た期限内に特定空家等に係る命令対象者においてその措置を行うべき旨およ

びその期限までにその措置を行わないときは区長または職員等がその措置を

行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければな

らない。 

 

11 区長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険

な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その

他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認める

場合であって、第３項から第８項までの規定により当該措置をとることを命

ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、法第22条第11項の規

定により、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自

ら行い、または職員等に行わせることができる。 

 

12 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、代執行法第５条お

よび第６条の規定を準用する。 

 

13 区長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置およ

び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則（平成27年総務省、国土交

通省令第１号。第１２条第１２項において「省令」という。）第２条に規定す

る方法により、その旨を公示しなければならない。 
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14 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置すること

ができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の

設置を拒み、または妨げてはならない。 

 

（非空家等の立入調査等）  

第１０条 区長は、非空家等の所在および当該非空家等の所有者等を把握す

るための調査その他非空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査

を行うことができる。 

（新設） 

２ 区長は、第１２条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度にお

いて、職員等に、非空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせるこ

とができる。 

 

３ 区長は、前項の規定により職員等を、非空家等と認められる場所に立ち

入らせようとするときは、その５日前までに、当該非空家等の所有者等に

その旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知する

ことが困難であるときは、この限りでない。 

 

４ 第２項の規定により非空家等と認められる場所に立ち入ろうとする職

員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、

これを提示しなければならない。 

 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

 

（特定非空家等の認定）  

第１１条 区長は、非空家等が廃棄物等に起因する管理不全状態にあると認

められるときは、当該非空家等を特定非空家等として認定することができ

る。 

（新設） 

（特定非空家等に対する措置）  

第１２条 区長は、特定非空家等の所有者等に対し、当該特定非空家等に関

し、廃棄物等に起因する管理不全状態を解消するために必要な措置をとるよ

う助言または指導をすることができる。 

（新設） 

２ 区長は、前項の規定による助言または指導をした場合において、なお当

該特定非空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言または指

導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、廃棄物等に起因する管理

不全状態を解消するために必要な措置をとることを勧告することができ

る。 

 

３ 区長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告 
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に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、

その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを

命ずることができる。 

４ 区長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その

措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置およびその事由な

らびに意見書の提出先および提出期限を記載した通知書を交付して、その措

置を命じようとする者またはその代理人に意見書および自己に有利な証拠を

提出する機会を与えなければならない。 

 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、

区長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求

することができる。 

 

６ 区長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第

３項の措置を命じようとする者またはその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行わなければならない。 

 

７ 区長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規

定によって命じようとする措置ならびに意見の聴取の期日および場所を、当

該期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告

しなければならない。 

 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自

己に有利な証拠を提出することができる。 

 

９ 区長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置

を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないときま

たは履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、代執行法の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、または第三者をして

これをさせることができる。 

 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者（以下この項において「特定非空家等に係

る命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第１

項の助言もしくは指導または第２項の勧告が行われるべき者を確知すること

ができないため第３項に定める手続により命令を行うことができないときを

含む。）は、区長は、当該特定非空家等に係る命令対象者の負担において、そ

の措置を自ら行い、または職員等にその措置を行わせることができる。この

場合においては、区長は、その定めた期限内に特定非空家等に係る命令対象
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者においてその措置を行うべき旨およびその期限までにその措置を行わない

ときは区長または職員等がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収す

る旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

11 前項の規定により負担させる費用の徴収については、代執行法第５条およ

び第６条の規定を準用する。 

 

12 区長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置およ

び省令第２条に規定する方法により、その旨を公示しなければならない。 

 

13 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定非空家等に設置するこ

とができる。この場合においては、当該特定非空家等の所有者等は、当該標

識の設置を拒み、または妨げてはならない。 

 

14 第３項の規定による命令については、品川区行政手続条例（平成１０年品

川区条例第２号）第３章（第 12条および第 14条を除く。）の規定は、適用し

ない。 

 

 （公表） 

（削除） 第11条 区長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命

令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

 (１) 命令に従わなかった者の氏名および住所（法人にあっては、名称、

主たる事務所の所在地および代表者の氏名） 

 (２) 命令の対象である空き家または空き地等の所在地 

 (３) 命令の内容 

 (４) その他区長が必要と認める事項 

 ２ 区長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表されるこ

ととなる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

 （代執行） 

（削除） 第12条 第10条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わなかった場

合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、か

つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところにより代執行をする

ことができる。 

（緊急安全措置）  

第１２条の２ 区長は、空家等または特定非空家等が、人の生命、身体また

は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認められると

きは、当該空家等または特定非空家等の所有者等の負担において、これを

（新設） 
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避けるために必要最小限の措置を自ら行い、または職員等に行わせること

ができる。 

２ 区長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等または特定非空家等の

所在地および当該措置の内容を当該空家等または特定非空家等の所有者

等に通知しなければならない。ただし、所有者等を確知できない場合にお

いては、その旨を公告することをもってこれに代えることができる。 

 

３ 第１項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。 

 

（支援） （支援） 

第１３条 区長は、空家等または非空家等の所有者等に対し、当該空家等ま

たは非空家等を適正に管理するために必要な支援をすることができる。 

第13条 区長は、管理不全状態にある空き家または廃棄物等に起因する管理

不全状態にある空き地等の所有者等に対し、当該空き家または空き地等を

適正に管理するために必要な支援をすることができる。 

（有効活用） （有効活用） 

第１４条 区長は、空家等または空き地の所有者等に対し、当該空家等また

は空き地の有効活用を促進するため、区が実施する事業への協力を求める

ことができる。 

第14条 区長は、空き家（管理不全状態にある空き家を除く。）または空き

地（廃棄物等に起因する管理不全状態にある空き地を除く。）の所有者等

に対し、当該空き家または空き地の有効活用を促進するため、区が実施す

る事業への協力を求めることができる。 

（品川区空家等および非空家等適正管理審議会） （品川区空き家等適正管理審議会） 

第１５条 空家等および非空家等の適正な管理に関する重要な事項を調査

審議するため、区長の附属機関として、品川区空家等および非空家等適正

管理審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

第15条 空き家および空き地等の適正な管理に関する重要な事項を調査審

議するため、区長の附属機関として、品川区空き家等適正管理審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 区長は、次に掲げる事項をしようとするときは、審議会に意見を聴かな

ければならない。 

２ 区長は、次に掲げる事項をしようとするときは、審議会に意見を聴かな

ければならない。 

(１) 第７条第１項および第１１条の認定 (１) 空き家が管理不全状態にあると認めること。 

（削除） (２) 空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態にあると認めること。

(２) 第８条第２項および第９条第２項の勧告 (３) 第11条の規定による公表 

(３) 第９条第９項および第１０項ならびに第１２条第９項および第１

０項の規定による代執行 

(４) 第12条の代執行 

(４) その他区長が必要と認める事項 (５) その他区長が必要と認める事項 

３ 審議会は、区長の諮問に応じ、前項各号に掲げる事項について調査審議

を行い、区長に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、区長の諮問に応じ、前項各号に掲げる事項について調査審議

を行い、区長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、区長が委嘱する委員16人以内をもって組織する。 ４ 審議会は、区長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期
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は、前任者の残任期間とする。 は、前任者の残任期間とする。 

６ 審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 ６ 審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） （委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、改正前の品川区

空き家等の適正管理等に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第

８条の規定による助言および指導を受けた空き家の所有者等は、改正後の

品川区空家等および非空家等の適正管理等に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）第９条第１項の規定による助言または指導を受けた特定

空家等の所有者等とみなす。 

 

３ 施行日前に、改正前の条例第９条の規定による勧告を受けた空き家の所

有者等は、改正後の条例第９条第２項の規定による勧告を受けた特定空家

等の所有者等とみなす。 

 

４ 施行日前に、改正前の条例第１０条第１項の規定による命令を受けた空

き家の所有者等は、改正後の条例第９条第３項の規定による命令を受けた

特定空家等の所有者等とみなす。 

 

（品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改

正） 

 

５ 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和２９

年品川区条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

（次のよう 別紙のとおり）  
 



12/12 

品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 附属機関 報酬日額   附属機関 報酬日額  

 品川区財産価格審議会 17,000円  品川区財産価格審議会 17,000円 

 （中略） （中略）  （中略） （中略） 

 品川区景観審議会 会長 23,000円  品川区景観審議会 会長 23,000円  

 学識経験委員 20,000円  学識経験委員 20,000円  

 その他の委員 14,000円  その他の委員 14,000円  

 品川区空家等および非空家等適正管

理審議会 

会長 23,000円  品川区空き家等適正管理審議会 会長 23,000円  

 学識経験委員 20,000円  学識経験委員 20,000円  

 その他の委員 14,000円  その他の委員 14,000円  

 品川区建築紛争調停委員会  21,000円  品川区建築紛争調停委員会  21,000円  

 （中略）  （中略）  （中略）  （中略）  

 品川区いじめ対策委員会 委員長 23,000円  品川区いじめ対策委員会 委員長 23,000円  

 委員 20,000円  委員 20,000円  

  

 
 


